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平成 26年６月 12日 

各 位 

会社名 石山 Gateway Holdings株式会社 

代表者名 代表取締役社長 三木 隆一 

（ＪＡＳＤＡＱコード ７７０８） 

問い合わせ先 執行役員 

経営企画室長 兼 業務管理本部長 

高木 義和 

電話番号 ０３－５４２５－７４２１ 

 

ライツ・オファリング（ノンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当て） 

に関するお知らせ 
 
 

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、株主総会において当該株主総会にご出席さ

れた（書面投票を含む。）株主の皆様の過半数の承認を得ることを実施の条件として、当社以外の全株

主を対象としたライツ・オファリング（ノンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当て）に

よる資金調達を行うこと（以下「本ライツ・オファリング」といいます。）を決議いたしましたので、

お知らせいたします。  

なお、本ライツ・オファリングの実施は、会社法上、取締役会による決議事項とされており、株主

総会の承認を得ることは要求されておりませんが、当該取引は、（ⅰ）株主の皆様にとって、新株予約

権の行使にあたり資金拠出が必要になること、（ⅱ）株価の下落などの影響を受ける可能性があること、

（ⅲ）過去のエクイティ・ファイナンスの実施が企業価値の向上に一部貢献できていないこと、（ⅳ）

平成 26年 6月期第３四半期連結決算日の総資産から比べると、本ライツ・オファリングによる調達予

定額が多額で、当該調達資金により新規事業の開始も予定していることから、当社グループの業容が

大きく様変わりする可能性があることから、当社としては、より充実した情報提供並びに株主の皆様

のご承認を頂くことが必要であると考え、株主総会（平成 26 年６月 30 日開催）において当該株主総

会にご出席された（書面投票を含む。）株主の皆様の過半数の承認を得ることを、本ライツ・オファリ

ングの実施の条件といたしました。係る背景に基づき、平成 26 年６月 30 日開催の臨時株主総会にお

いて、株主の皆様に、本ライツ・オファリングの実施に関する決議を諮るものであります。また、臨

時株主総会に係るご案内は、招集通知にてお知らせいたします。 

 

本ライツ・オファリングは、新株予約権を、株主確定日時点において当社普通株式を所有する、当

社を除く全ての株主に対し、その保有する株式数に応じて無償で割り当て（以下、当該割り当てられ

る新株予約権を「本新株予約権」といい、その保有者を「本新株予約権者」といいます。）、その行使
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に応じて資金を調達する方法です。また、本新株予約権自体は株式会社東京証券取引所（以下「東京

証券取引所」といいます。）に上場される予定であることから、本新株予約権の割当てを受けた株主が

その行使を希望しない場合であっても、本新株予約権を市場内外で売却する機会を得ることとなりま

す。  

一方で、一定の期日までに本新株予約権の行使又は売却の何れの手続も実施されない場合において

は、本新株予約権は失権し、その行使又は売却のいずれも行うことができなくなります。従いまして、

当社といたしましては、本新株予約権の割当てを受けた株主の皆様には、①本新株予約権を行使して

当社普通株式を取得するか、又は②本新株予約権を売却して売却代金を得るかの何れかを選択してい

ただきたいと考えております。当社株主の皆様におかれましては、本資料及び本日公表の「ライツ・

オファリング（ノンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当て）に関するご説明（Ｑ＆Ａ）」

をご参照いただき、本ライツ・オファリングの内容について十分にご理解いただいた上で、本新株予

約権に係るご判断をいただきますよう、お願い申し上げます。 

 

１．本ライツ・オファリングの目的等 

（１）当社グループの状況 

当社グループは、メーカー事業、アパレル事業、トラベル事業、その他事業を営んでおり、現

状における各セグメントの事業は、以下のとおりとなります。 

なお、平成 26年 6月期第３四半期連結会計期間において重要性が増したため、「トラベル事業」

のセグメントを新たに追加しております。 

 

① メーカー事業 

当社は、株式会社ＳＰＣを連結子会社化した平成22年７月から、自動車関連部品の製造や液

晶パネル等のガラス加工やエンジニアリング事業を行っております。また、当社は、平成25年

４月に東京電装株式会社の株式を取得し、連結子会社化しております。東京電装株式会社は、

昭和32年に設立され、主に東芝ライテック株式会社などのＬＥＤ照明業界においてマーケット

シェアの高い製造販売事業者を対象とした電気照明器具製造や電気照明器具の卸売業等を行っ

ており、中でも照明器具市場において拡大しつつあるＬＥＤ照明器具の強化を図っております。

しかし、（ⅰ）東京電装株式会社の連結業績への取込み期間が２ヶ月であったこと、並びに、(ⅱ)

株式会社ＳＰＣにおいて平成25年６月期の売上高が、一時的な液晶自動パネルの製造機の特需

の受注により売上高向上を果たした平成24年６月期の売上高に比べ減少したことにより、平成

25年６月期の売上高は484百万円（対前年同期比24.5％減）、営業利益は７百万円（同11百万円

改善）、経常利益は12百万円（同50％増）、当期純利益36百万円（同350％増）となっておりま

す。また、平成26年６月期第３四半期累計期間については、株式会社ＳＰＣにおいて新たにデ

ィーゼル発電機の購入及び販売を行ったこと等により、売上高は1,742百万円、営業利益は258

百万円となりました。 

 

② アパレル事業 

当社は、平成25年３月に株式会社マーファスの株式を取得し、同社を連結子会社化しており

ます。株式会社マーファスは、主として婦人向け衣料品を販売店に卸すアパレル事業を行って
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おり、仕入先及び卸売先とも良好な関係を構築しております。平成25年６月期の売上高は130百

万円となったものの、同社の連結子会社化の影響により、全社共通経費を23百万円負担してい

ることから、営業損失16百万円、経常損失15百万円、当期純損失13百万円となっております。

また、平成26年６月期第３四半期累計期間については、秋冬物の婦人向け衣料品の卸売販売が

堅調に推移しましたが、販売単価の低下に伴う売上総利益率の悪化等により、売上高は274百万

円、営業損失は９百万円となりました。 

 

③ トラベル事業 

当社は、平成24年11月30日付「株式会社リージェンシーツアーズとの業務提携基本契約締結

及び旅行事業への進出に関するお知らせ」にて周知のとおり、旅行事業へ進出するため、平成

25年２月にSky Express Hawaii, Inc.を設立いたしました。同社は、主にハワイ向けのオプショ

ナルツアーの手配業務を営んでおりますが、平成25年６月期においては事業開始間もないこと

もあり、売上高は２百万円、営業損失は６百万円、経常損失は６百万円、当期純損失は６百万

円となっております。なお、同社において平成26年６月期に入り、操業準備並びに事業推進を

図っておりましたが、業務提携先からの業務移管の遅れ及び担当として従事してきた責任者の

退職による適任者の不在等により、平成26年６月期第３四半期まで操業の本格化を順延してお

りました。その結果、平成26年６月期第３四半期累計期間の売上高の計上には至っておらず、

営業損失は４百万円となっております。現状においても、旅行業界に経験のあるマネジメント

クラスの人材の登用が進んでいないため、今後、事業を立案できる人員の採用を早急に行い、

事業の本格化を進めていくことを予定しております。なお、平成26年６月期第４四半期以降に

おいてSky Express Hawaii, Inc.は、人材の採用及び育成されるまでの間、当社及び下記記載の

株式会社東京マスターズからの顧客紹介により操業させ、平成27年６月期第１四半期では本格

稼働できるような体制を構築していく予定でおります。 

また、当社は、平成 25年 11月 29日に開示いたしました「株式会社東京マスターズの株式取    

得(子会社化)に関するお知らせ」のとおり、株式会社東京マスターズの株式の 51.1％を取得し、

同社を連結子会社化しております。同社は昭和 50年に設立され、主に企業と団体の出張渡航を

中心とした業務渡航手配業務、損害保険代理業、在日外国人向け国内旅行斡旋等を行っており、 

30年以上にわたる歴史と十分な知識及びそれによる安定した売上をあげております。なお、同   

社の平成 26年６月期第３四半期累計期間の売上高は 378百万円、営業損失は４百万円となって 

おります。 

 

④ その他事業 

ア Ｍ＆Ａ事業 

当社及び当社連結子会社であるＧＷリアルエステートＭ＆Ａ（以下「ＧＷＲ」といいます。）

は、優れた技術やノウハウを持つベンチャービジネスへ、資本を投入することで、各出資対

象会社の収益性を高め企業価値を向上させることを目指しております。また、単なる投資会

社ではなく、各出資対象会社と当社グループ会社との様々なビジネスマッチングによりシナ

ジー効果を創出すべく、案件発掘を行っていくことを推進しております。 
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なお、当社は、これまでに、株式会社ＳＰＣ、株式会社マーファス、東京電装株式会社及

び株式会社東京マスターズの株式取得を行い、連結子会社としております。その業種は、メ

ーカー事業、アパレル事業及び、旅行事業と多岐にわたっているところ、これらの連結子会

社については、当社グループの売上高構成比において、平成 25年６月期は 61％、平成 26年

６月期第３四半期累計期間は 95％と、当社の現在の企業集団の売上の大部分を構成する点に

おいて、基盤をなす企業となっております。なお、株式会社マーファス、東京電装株式会社、

株式会社東京マスターズは、平成 25 年６月期の後半から平成 26 年６月期の前半にかけ子会

社化しました。その結果、短期間において業種も多岐にわたる複数のＭ＆Ａを行ったことで、

平成 26 年６月第３四半期累計期間の売上高は、2,532 百万円（前年同期比 950％）となり、

また営業利益につきましても、48百万円、（前年同期の営業損失 150百万円）と収益規模の拡

大を遂げております。 

また、当社には業種問わずＭ＆Ａによる株式取得を希望する企業の情報が多数寄せられて

おります。 

 

イ 不動産事業 

また、ＧＷＲに対しては、企業及び事業のＭ＆Ａに関連して、クライアント企業の持つ不

動産物件についても売買の情報が寄せられおり、加えて、当社がＭ＆Ａにより子会社化した

会社は複数の不動産を保有していることから、日本国内の不動産市場の市場環境も考慮し、

ＧＷＲにおいて、不動産の売買又はその仲介を行うことを目的として、平成25年５月から不

動産事業に進出しております。その結果、ＧＷＲ単体による売上高は増加し、利益への貢献

もあったものの、全社共通経費を51百万円負担していることから、平成25年６月期の売上高

は391百万円、営業損失は28百万円、経常利益は47百万円、当期純利益は46百万円となってお

ります。また、平成26年６月期第３四半期累計期間については、新築のマンション（全25戸）

の販売を平成26年6月期第４四半期に行っている影響等により、売上高は98百万円、営業損失

は１百万円となりました。 

 

ウ その他 

当社は、上記の事業のほか、化粧品・美容関連用品の販売に関する販売サービス、法人向

けの天然水素水販売サービス、バイオディーゼル発電コンサルティングサービス及び、福祉

農場事業を進めており、各サービスともに売上規模の拡大を図るべく又は事業化に向けて、

事業を推進してまいりました。 

なお、株式会社ＧＷメディカルサポートにおける化粧品・美容関連用品に関する販売サー

ビスは、仕入先との販売見込数量の共有が不十分であったことに拠り在庫不足が常習化して

おり、安定的な供給が維持しかね販売者リスクとなるため、平成 25 年 10 月以降、一時販売

を中止しており、売上並びに各利益が当初予想より大幅に下回っております。このような折

り、平成 25年７月より医療機関への送患サポートや、平成 25年 10月より先端医療機器の斡

旋事業を開始しておりましたが、近時では株式会社ＧＷメディカルサポートの主力事業とし

て推進しております。 
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また、天然水素水販売サービスにおいては、当初、計画していた物流関連の諸条件が折り

合わず、更なる人員を投入して事業拡大を図ることを一時凍結したことで、毎月１百万円内

外の売上推移となっており、売上並びに利益が当初予想より大幅に下回っております。 

また、バイオディーゼル発電機コンサルティングサービスにおいては、当社グループにおい

てメーカー事業の知識に長けている従業員を、新電力事業、企業の自家発電、変電電気工作物の

設計工事並びに発電設備の維持及び運転保安の業務のコンサルティング事業を行う一般社団法人

全国発電事業推進機構へ出向させるなどにより連携を行い、事業用電気工作物の設備設置に関す

る企画提案、調査業務、関連業者の紹介、諸手続きの補助、工事に伴う維持並びに管理等のバイオ

ディーゼル発電事業に関する運営ノウハウを、将来の事業拡大に向けての布石として蓄積してまいり

ました。その結果、本コンサルティングサービスの一環として、当該コンサルティングサービス

提供先の国内事業会社を当社連結子会社である株式会社ＳＰＣに紹介し、同社のディーゼル

発電機販売の支援等を行う実績をあげたように、その成果を当社グループ全体の企業価値向

上に向け努めてまいりました。よって、当該コンサルティングサービスでは未だ顧客開拓及

び販路拡大の段階には至っていないため、コンサルティング事業のみでの収益は未だあがっ

ておりませんが、上記の様に当社グループのメーカー事業に約９億円もの売上貢献をしてお

ります。 

福祉農場事業においては、平成 26年５月１日付で茨城県つくば市における就労継続支援Ａ

型の指定障害福祉サービス事業者として指定を受け、同日より農業事業では土づくり、種ま

きを開始し、同年５月７日に飲食事業では、欧風カレー等を提供する「ＯＧＲＥ ＫＩＴＣＨ

ＥＮ」をオープンいたしました。 

上記のような結果、平成 25年６月期においては、化粧品・美容関連用品に関する販売サー

ビスのみの実績となりますが、同期売上高は 27百万円、営業利益は４百万円、経常利益４百

万円、当期純利益３百万円となりました。また、平成 26年６月期第３四半期累計期間につい

ては、売上高は 56百万円、営業利益は３百万円となりました。 

 

（２）資金調達の目的 

当社グループは、株式会社ＳＰＣをはじめとする既存事業の収益性低下及び、その他事業の

撤退・休止を受け、当社グループの核となる高収益事業を新たに発掘すること、当社グループ

間におけるシナジー効果を生み出し安定収益を確保すること等の必要性を認識し、平成25年６

月期に株式会社マーファス及び東京電装株式会社を連結子会社化いたしました。その結果、平

成25年６月期の売上高は1,006百万円まで拡大し（前期比28.1％増）、当期純利益４百万円を計

上することとなったものの、営業損失93百万円、経常損失32百万円を計上する状況でありまし

た。 

そして、平成26年６月期には、より一層の収益拡大を見込むべく、株式会社東京マスターズ

の連結子会社化等により、事業推進を行った結果、平成26年６月期の業績予想は、平成25年11

月1日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、売上高は4,588百万円、営業利益

は482百万円、経常利益は449百万円、当期利益442百万円を見込むこととなりました。 

しかし、平成26年２月13日に開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとお
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り、平成26年６月期の売上高につきましては、株式会社東京マスターズの連結子会社化により

増加要因があるものの、株式会社ＳＰＣでの販売先都合によるバイオディーゼル発電機の販売

時期の遅れ、化粧品・美容関連用品販売サービスや天然水素水の販売サービスの不振等により、

従来予想を下回る見込みとなりました。そして利益面につきましては、株式会社ＳＰＣにおけ

る上記要因に伴う利益減少やアパレル事業の販売単価の下落に伴う利益率の悪化により、従来

予想を下回る見込みとなりました。また、昨年より市場からの資金調達及び銀行借入を検討し

ておりましたが、諸般の事情により予定通りに進まず、結果として既存事業の効率化に重要な

遅延を招くとともに、資金調達交渉に関連して多額の諸経費（顧問料、弁護士費用等）が先行

して発生しました。以上により、平成26年６月期の連結業績予想は、売上高は3,838百万円、営

業利益63百万円、経常利益21百万円、当期純利益20百万円に修正することとなりました。 

上記のとおり、当社は、平成 25年６月期における連結経営成績において、前事業年度に比し

て売上高を増加し、当期純利益を計上したものの、主に業務委託費、顧問料等の販売費及び一

般管理費を起因とする本社経費の増加により、引き続き営業損失、経常損失を計上していた状

況であります。また、平成 26年６月期における連結経営成績見込みにおいては、前事業年度に

比して売上高を大幅に増加し、営業損益並びに経常損益においても黒字化を達成できる見込み

ではありますが、今後、当社グループが持続的な成長を維持して行くためには、既存事業の売

上高の拡大及び収益率の改善が必要と考えられます。 

上記理由により当社は、後記「４．調達する資金の額及び資金の使途等」のとおり、今般の

本ライツ・オファリングにより調達した資金により、当社グループにおける有利子負債の減少

による財務体質の改善、不動産事業及び旅行事業等の既存事業の拡大に加え、後述のとおり、

当社グループの既存事業による収益性の改善を行うには、中長期間を要すると考えられること

から、短期的に収益性の改善が見込める事業への進出が必要であると考えており、具体的には、

発電事業及びＭ＆Ａの戦略的実施等の新規事業の開拓により、平成 27年６月期以降の売上高の

拡大及び収益性の改善をしていく必要があるものと考えております。 

 

（３）本ライツ・オファリングを選択した理由 

当社は、今回の資金調達に際して、既存株主の皆様の利益保護を実現させるべく、公募増資等

の様々な資金調達の方法を検討いたしました。その結果、以下の点から、今回の資金調達方法と

してノンコミットメント型ライツ・オファリングの方法を選択することといたしました。 

 

① その他の資金調達方法の検討について  

当社は、本資金調達方法以外に以下のような調達方法も検討いたしましたが、それぞれ以下の

理由により採用いたしませんでした。 

 

Ａ．金融機関からの借入れ 

平成 26年３月末における、当社グループの連結有利子負債残高は約 1,115百万円、連結自

己資本比率は 26.2％となっております。かかる当社グループの財務状況を勘案すると現在の

負債調達コストは相当程度高いため、現時点では、財務レバレッジを低下させることが当社
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グループの資本政策上適切であると判断しており、金融機関等からの借入れを行うことは適

切ではないと判断いたしました。 

 

Ｂ．公募増資 

公募増資につきましては、当社の株式流動性や時価総額がより高い水準に至った際には有

力な資金調達手段となり得る可能性がありますが、本新株予約権の発行決議日の前営業日で

ある平成 26 年６月 11 日を基準とした、東京証券取引所における当社普通株式の１日当たり

出来高（直近１ヶ月平均 91,539株、直近３ヶ月平均 92,840 株、直近６ヶ月平均 97,853株）

や時価総額（本新株予約権の発行決議日の前営業日である平成 26 年６月 11 日の東京証券取

引所における当社普通株式終値 147円に発行済株式数 37,315,900株を乗じて算出した 5,485

百万円）を理由とした、引受証券会社が負うリスクや当該引受証券会社が求める収益性の観

点から、増資を引受ける証券会社を見つけることが困難であること等を鑑みますと、現時点

においては、資金調達方法の候補からは除外せざるを得ないと判断いたしました。 

 

Ｃ．第三者割当による株式、新株予約権、又は転換証券の発行 

第三者割当による株式、新株予約権、又は転換証券の発行につきましては、当社グループ

が必要とする資金調達の規模及び現在の株価水準を勘案すると当社の支配権の状況に重大な

影響を及ぼす可能性があること、また、当社は平成 25 年 1 月 28 日付で石山久男氏に対して

第三者割当の方法により株式を発行しており、今回も第三者割当による株式、新株予約権、

又は転換証券を発行する場合、既存株主の皆様に持分の希薄化にさらなる影響を及ぼすこと

等を勘案し、資金調達方法の候補からは除外いたしました。 

 

Ｄ．非上場型の新株予約権の株主無償割当て 

新株予約権を上場させない非上場型の新株予約権の株主無償割当てにつきましては、株主

の皆様が新株予約権を売却する機会に乏しく、結果的には新株予約権の行使を望まない株主

の皆様が持分の希薄化の影響を回避するための選択肢が限定的であることから、株主の皆様

の利益及び持分の希薄化の影響の観点では必ずしも望ましい方法ではないと考え、除外いた

しました。 

 

Ｅ．ライツ・オファリング（コミットメント型） 

コミットメント型ライツ・オファリング（特定の証券会社等の金融機関との間で、当該金

融機関が予め一定の期間内に行使されなかった新株予約権について、その全てを引き受けた

上でそれらを行使することを定めた契約を締結する、ライツ・オファリングのスキームの一

形態）は、当該スキームを採用することによって、資金調達額が当初想定していた額に到達

せず、又はそれにより想定していた資金使途に充当できないこととなるリスクを低減させる

ことができるという利点があります。当社は、いわゆるライツ・オファリングにおけるコミ

ットメントが、金融商品取引法における有価証券の引受けに該当するため、証券会社との間

でコミットメント型ライツ・オファリングの実現可能性について協議を行い、同スキームに

ついてもその実現可能性を検討いたしましたが、上記の公募増資と同様に、現在の当社の株
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式流動性や時価総額等を鑑みると、その実施は相当に困難であると判断し、現時点において

当社にとって受入可能な資金調達額及びスケジュールでの引受けを検討できる証券会社が見

出せていないことから、今回の資金調達においては、資金調達方法の候補からは除外するこ

とといたしました。 

 

②  ノンコミットメント型ライツ・オファリングを選択した理由 

上記「（２）資金調達の目的」に記載した目的の達成に際しては、以下に述べるライツ・オフ

ァリング（ノンコミットメント型）の特長に鑑みると、本資金調達方法こそが、今般当社が資金

を調達するに当たって最良の方法であると考えております。 

 

（メリット） 

Ａ．株主様への平等な投資機会の提供 

本資金調達方法の特長として、当社以外の全ての既存株主の皆様が保有する株式数に応じて

本新株予約権を無償で割り当てるということがあげられます。当該無償割当ての機会を通じて、

当社の現状並びに今後の事業展開及び方向性を株主の皆様に広くご理解いただくとともに、か

かる特長により、当社以外の全ての既存株主の皆様にとって平等な投資機会を提供することが

可能であると考えております。 

 

Ｂ．株主様の株式価値の希薄化による影響の極小化 

当社以外の全ての既存株主の皆様には、その保有する株式数に応じて本新株予約権が割り当

てられるため、当該本新株予約権を行使することによって、各株主様の株式価値の希薄化の影

響を極小化することが可能です。また、新株予約権の無償割当てという発行形態は、既存株主

の皆様による本新株予約権の行使を前提とする資金調達方法ではありますが、本新株予約権は

東京証券取引所へ上場される予定であるため、本新株予約権の行使を希望されない株主様が本

新株予約権を市場で売却することが可能となっております。これにより、本新株予約権の行使

を行わない場合でも、株式価値の希薄化により生じる不利益の全部又は一部を、本新株予約権

の売却によって補う機会が得られることが期待されます。上記「① その他の資金調達方法の検

討について Ｃ．第三者割当による株式、新株予約権、又は転換証券の発行」に記載のとおり、

第三者割当による株式、新株予約権、又は転換証券の発行による資金調達においては、既存株

主の皆様に与える株式価値の希薄化による影響が懸念される一方で、本資金調達方法は既存株

主の皆様の利益保護に配慮したスキーム設計であると考えております。 

 

Ｃ．新株予約権の上場による新たな投資家層の開拓 

上記のとおり、本新株予約権は東京証券取引所に上場されることから、当社の事業をご支援

いただける潜在的な投資家様に当社株式を保有する機会を新株予約権という形で提供し、新た

な投資家層を開拓することが可能です。これにより、市場を通じて本新株予約権を取得し、そ

れを行使することで株式を取得する新たな株主様の増加、新株の発行に伴う発行済株式数の増

加、及び、当社株式の流動性の向上が見込まれ、結果として、株主の皆様が当社株式を市場で

お取引できる機会が増加するものと考えております。 
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（デメリット） 

Ａ．資金調達額の不確実性 

本資金調達方法においては、発行した新株予約権が行使されることで、当社は資金調達を実

現できることとなるため、本新株予約権の割当てを受け、又は本新株予約権を市場を通じて取

得した株主様若しくは投資家様の投資行動によっては、調達する資金の額が想定を下回るおそ

れがあります。この点、株主の皆様につきましては、本書面、「ライツ・オファリング（ノン

コミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）に関するお知らせ」

（URL:http://www.g-way.co.jp/irinfo/）、並びに本新株予約権に係る有価証券届出書（訂正

がなされた場合には、その後の訂正を含みます。）（URL:http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/）、

及び本日付で公表いたしました「ライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予

約権の無償割当て） に関するご説明（Ｑ＆Ａ） 」（URL:http://www.g-way.co.jp/irinfo/）

等を通じて、本資金調達方法及び当社の状況を十分にご理解いただきたく存じます。 

 

以上のことから、当社といたしましては、既存株主の皆様に対するライツ・オファリング（ノ

ンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当て）という本資金調達方法が、当社の目的を

達成しつつ、かつ、既存株主の皆様の利益保護に十分配慮した現時点における最良の資金調達方

法であると考え実施することといたしました。 

 

２．ライツ・オファリングの概要  

（１）無償割当ての方法  

平成 26 年７月 10 日（木）を株主確定日とし、当該株主確定日における最終の株主名簿に記載

又は記録された当社以外の株主に対して、その有する当社普通株式１株につき１個の割合で石山

Gateway Holdings株式会社第７回新株予約権を新株予約権無償割当て（会社法第 277条）の方法

により割り当てます。 

 

（２）本新株予約権の内容等 

①新株予約権の名称 石山 Gateway Holdings株式会社第７回新株予約権 

②新株予約権の目的となる株式の種類及

び総数 

当社普通株式 37,217,700株 

※本新株予約権の目的となる株式の総数は、平成

26 年６月 12日現在の当社発行済株式数（当社が

保有する当社株式の数を除きます。）を基準とし

て算出した見込み数です（本新株予約権１個あた

りの目的となる株式の数は、１株といたしま

す。）。 

③本新株予約権総数 株主確定日における当社発行済株式総数から同日

において当社が保有する当社普通株式の数を控除

した数：37,217,700個  

http://www.g-way.co.jp/irinfo/
http://www.g-way.co.jp/irinfo/
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（平成 26年６月 12日現在の発行済株式総数 

37,315,900株から、同日現在の自己株式数 98,200

株を差し引いた数） 

④本新株予約権の目的である株式の種類

及び数 

本新株予約権１個当たり、当社普通株式１株 

⑤新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額（行使価額） 

１株（１個）につき 60円 

⑥新株予約権の行使によって株式を発行

する場合における資本組入額 

１株（１個）につき 30円 

⑦新株予約権の権利行使期間 平成 26年８月 18日（月）から  

平成 26年９月９日（火）まで 

⑧新株予約権の行使条件（注） 本新株予約権の一部行使はできないものといたし

ます。 

⑨新株予約権の当社の取得事由 本新株予約に取得条項は付されておりません。 

⑩新株予約権の行使請求の方法 （１）本新株予約権を行使しようとする本新株予約

権者は、直近上位機関（当該本新株予約権者

が本新株予約権の振替を行うための口座の

開設を受けた振替機関又は口座管理機関を

いいます。以下同様。）に対して、本新株予

約権の行使を行う旨の申し出及び払込金の

支払いを行います。 

（２）直近上位機関に対し、本新株予約権の行使を

行う旨を申し出た者は、その後これを撤回す

ることができません。 

⑪その他投資判断上重要な又は必要な事

項 

（１）当社は、本新株予約権の権利行使を受けた場

合、その目的たる普通株式を新規に発行した

上で交付いたします（自己株式による交付は

予定しておりません。）。 

（２）本書及び平成 26年６月 12日付で関東財務局

長宛提出の有価証券届出書（その後の訂正を

含 み ま す 。 ） （ URL ：

http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/）を

熟読された上で、株主又は投資家の皆様の責

任においてご判断ください。 

※各株主の皆様における手続の詳細につきまして

は、平成 26年６月 12日（木）公表の「ライツ・

オファリング（ノンコミットメント型／上場型新

株予約権の無償割当て）に関するご説明（Ｑ＆
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Ａ）」をご参照ください。 

（注）   本新株予約権の募集につきましては、日本国以外の法域において登録又は届出を行って

おらず、またその予定もありません。外国に居住する本新株予約権者（外国法に基づき設

立された法人、信託又は組合を含みます。以下同様です。）については、以下の例外措置が

適用される場合を除き、原則として、本新株予約権の行使が制限されます。即ち、外国に

居住する本新株予約権者は、本新株予約権の行使に関しそれぞれに適用される証券法その

他の外国の法令に基づく規制が課されないことについて、本新株予約権の行使請求取次の

日（ここでは口座管理機関が行使請求に要する事項の通知を行使請求受付場所に行う日と

します。）の７営業日前までに、当該事項を証する資料を当社に提供し、かつ当該事項を当

社が確認した旨の通知が、口座管理機関（機構加入者）から行使請求受付場所に対する行

使請求取次に関する通知がなされる日の前営業日までに、当社から当該本新株予約権者宛

に書面にて送付されない限り、本新株予約権を行使することができません。 

 

３．ライツ・オファリングの日程 

日程 内容 

平成 26年６月 12日（木） 取締役会決議  

本新株予約権無償割当てに係る有価証券届出書提出  

平成 26年６月 28日（土） 本新株予約権無償割当てに係る届出の効力発生日

（予定） 

平成 26年６月 30日（月） 株主総会決議 （注） 

平成 26年７月 10日（木） 株主確定日（予定） 

※本新株予約権の割当対象とする株主の確定日 

平成 26年７月 11日（金） 本新株予約権無償割当ての効力発生日（予定） 

本新株予約権上場日（予定） 

（東京証券取引所より後日発表） 

平成 26年８月１日（金） 本新株予約権の株主割当通知書送付日（予定） 

平成 26年８月 18日（月）から 

平成 26年９月９日（火）まで 

本新株予約権行使期間（予定） 

平成 26年９月３日（水） 本新株予約権上場廃止日（予定） 

（東京証券取引所より後日発表） 

（注）   前述のとおり、本ライツ・オファリングの実施は、会社法上、取締役会決議とされて   

おり、株主総会の承認を得ることは要求されておりませんが、当該取引は、株主の皆様

にとって、（ⅰ）新株予約権の行使にあたり資金拠出が必要になること、（ⅱ）株価の下

落などの影響を受ける可能性があること、（ⅲ）過去のエクイティ・ファイナンスの実施

が企業価値の向上に一部貢献できていないこと、（ⅳ）平成 26 年 6 月期第３四半期連結

決算日の総資産から比べると、本ライツ・オファリングによる調達予定額が多額で、当

該調達資金により新規事業の開始も予定していることから、当社グループの業容が大き

く様変わりする可能性があることから、当社としては、より充実した情報提供並びに株
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主の皆様のご承認をいただくことが必要であると考え、株主総会において当該株主総会

にご出席された（書面投票を含む。）株主の皆様の過半数の承認を得ることを、本ライツ・

オファリングの実施の条件といたしました。係る背景に基づき、平成 26 年６月 30 日開

催の臨時株主総会において、株主の皆様に、本ライツ・オファリングの実施に関する決

議を諮るものであります。 

 

４．調達する資金の額及び資金の使途等 

（１）調達する資金の額  

下記払込金額の総額は、今回付与する新株予約権が全て行使された場合の総額であり、平成26

年６月12日（木）現在の当社発行済株式総数（当社が保有する自己株式の数を除く。）を基準と

した見込額です。本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合には、払込金額の総額、

発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は減少します。 

 

① 払込金額の総額 2,233,062,000円 

② 発行諸費用の概算額 94,000,000円 

③ 差引手取概算額 2,139,062,000円 

（注）１ 上記払込金額の総額は、新株予約権の行使時の払込金額にてすべての新株予約権が行使さ

れたと仮定した場合の金額（2,233,062,000円）であり、平成 26年６月 12日現在の当社発

行済株式総数（当社が保有する当社株式の数を除く。）を基準として算出した見込額であり

ます。 

２ 発行諸費用の概算額には、フィナンシャル・アドバイザーであるヤマゲン証券株式会社へ

の業務委託報酬 50,000,000円、登記費用 8,000,000円、弁護士報酬・証券代行事務手数料

等 26,000,000円、有価証券届出書等開示資料作成費用 3,500,000円、その他諸費用（株主

総会費用、各口座管理機関への事務手数料等）6,500,000円を含み、消費税等は含まれてお

りません。 

３ 本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合には、払込金額の総額、発行諸費用の

概算額及び差引手取概算額は減少します。 

 

（２）調達資金の使途 

本ライツ・オファリングにより、新株予約権が全て行使された場合の調達資金の使途につきまして    

は以下のとおりです。なお、最終的な調達額が確定次第、それに対応する資金使途について別途開示

する予定でおります。 

 

具体的な使途 金 額 支出予定時期 

①  
連結子会社である東京電装株

式会社の借入金の返済 
210,000,000円 

平成 26年９月 

～平成 26年 10月 

② 
当社グループの管理部門増強

資金 
200,000,000円 

平成 26年９月 

～平成 28年８月 
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具体的な使途 金 額 支出予定時期 

③ 
発電事業の設備投資及び運転

資金 
850,000,000円 

平成 26年９月 

～平成 26年 11月 

④ Ｍ＆Ａ戦略資金 300,000,000円 
平成 26年９月 

～平成 28年８月 

⑤ 

連結子会社である株式会社東

京マスターズの保証金及び運

転資金 

200,000,000円 
平成 26年９月 

～平成 27年８月 

⑥ 不動産関連事業の事業資金 379,062,000円 
平成 26年９月 

～平成 27年８月 

合  計 2,139,062,000円 － 

（注）１ 上記の調達資金につきましては、支出までの間、銀行預金において資金管理する予定です。 

２ 当社の想定どおりに新株予約権の行使がなされない場合においては、上記金額の減少が生

じることとなるため、上記金額の減少が生じた場合につきましては、調達資金の金額によ

り、上記の①、②、③、④、⑤、⑥の順で、資金を充当する予定です。 

３ 調達資金が⑥まで達しない場合、資金繰り上無理のない決済期間による取引を主体に行い、

案件により銀行借入が可能な場合には、自己管理物件の取得も予定いたします。 

４ 調達資金が⑤まで達しない場合、当社グループ内における調達可能な範囲において、実施

する予定でおります。 

５ 調達資金が④まで達しない場合、案件毎で銀行と協議の上、銀行借入で調達可能な範囲お

よび、当該時点の自己資金において、実施を検討する予定でおります。 

６ 調達資金が③まで達しない場合、発電規模の縮小または、当該時点の自己資金および取得

資産を担保提供するなどして、銀行借入で調達可能な範囲において、実施する予定でおり

ます。 

７ 資金使途の具体的な内容につきましては、以下のとおりを予定しております。 

 

①  連結子会社である東京電装株式会社の借入金の返済 

当社の連結子会社である東京電装株式会社の平成 26 年６月 12 日時点における金融機関から

の有利子負債の総額は、396,454千円であり、毎月およそ 1,500千円の支払利息が発生しており

ます。その他、当社及び当該会社の元取締役並びに現取締役より、54,683 千円の借入が存在し

ます。また、金融機関からの借入金の一部（下表③、④、⑤及び⑥）につきましては、これま

でに何度かロールオーバーをしてまいりましたが、現在金融機関からロールオーバーの見直し

を要請されており、返済スケジュールについて協議を行っている状況となっております。なお、

当該借入金の一部につきましては、当社による東京電装株式会社の完全子会社化以前に借入れ

が行われたものであり、その資金使途は、照明設備機器の原材料等の仕入れ資金及び運転資金

です。本ライツ・オファリングにより調達した資金につきましては、まず、かかる借入金のう

ち、下表に記載の③、④、⑤及び⑥の平成 26年６月 12 日時点の各借入残高の合計 208,200千

円及び、平成 26年９月末を返済日とした場合に当該借入金に関して追加で発生する支払利息等
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1,800千円の返済に充てることを予定しております。 

 

借入金融 

機関等 

 

借入日 返済期日 

 

当初借入額

（円） 

返済済借入

額（円） 

平成 26年６

月 12日時点

借入残高

（円） 

年利 

東京都民

銀行 

① 平成元年５月

19日 

平成 31 年５月

27日 

200,000,000 146,146,283 53,853,717 4.325％ 

② 平成 22 年８月

22日 

平成 32 年８月

20日 

150,000,000 56,250,000 93,750,000 2.975％ 

③ 平成 26 年４月

30日 

平成 26 年７月

31日 

150,000,000 1,800,000 148,200,000 4.200％ 

④ 平成 26 年４月

30日 

平成 26年 7月

31日 

18,500,000 - 18,500,000 4.000％ 

⑤ 平成 26 年５月

15日 

平成 26 年８月

14日 

20,000,000 - 20,000,000 4.000％ 

⑥ 平成 26 年３月

14日 

平成 26 年６月

16日 

21,500,000 - 21,500,000 4.000％ 

みずほ銀

行 

⑦ 平成 21 年２月

４日 

平成 31 年２月

４日 

52,000,000 42,332,000 9,668,000 3.000％ 

⑧ 平成 21 年７月

10日 

平成 31 年７月

10日 

20,000,000 8,695,000 11,305,000 2.000％ 

⑨ 平成 22年 12月

28日 

平成 29年 12月

28日 

20,000,000 9,758,000 10,242,000 2.475％ 

東日本銀

行 

⑩ 平成 24年 11月

16日 

平成 27年 11月

５日 

20,000,000 10,564,000 9,436,000 4.350％ 

石山 

Gateway 

Holdings 

⑪ － － － － 40,500,000 － 

その他 ⑫ － － － － 14,183,425 － 

 

当社は、これらの借入金等を返済することにより、年間支払利息を約６百万円軽減する

等の財務基盤の改善により、東京電装株式会社の外部借入比率を 91.2％から 45.2％に改善

する財務リストラクチャリングを予定しております。また、上表に記載の③、④、⑤及び

⑥以外の借入金については、これまで返済が滞ったこともなく、上記のとおり年間約６百

万円の資金繰りの改善により、今後においても各々定められた期日内に返済できると考え

ております。 

なお、当社は、本ライツ・オファリングによる調達資金の一部を東京電装株式会社に対
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して年利 1.0％で貸し付け、当該貸付金については１年間の短期貸付による期日一括返済と

しますが、返済期日には東京電装株式会社の返済可能額を回収して残債権については同条

件でロールオーバーすることで、今後の東京電装株式会社の資金繰りの状況に鑑みながら、

当該貸付金の回収を行っていくことを予定しております。しかし、当社が資金を貸し付け

たにも関わらず、東京電装株式会社の業績が改善しない場合には、当社の想定する期間に

おいて返済が行われない、もしくは貸し付けた資金の回収を行うことが困難となる可能性

があります。 

当社は、平成 25 年４月 15 日に、財務デュー・ディリジェンスの結果を基に、東京電装

株式会社の株主であり代表取締役であった高木洋輔氏と協議のもと、45 百万円にて東京電

装株式会社の株式を 100％取得し、当社の連結子会社としました。当社としては、東京電装

株式会社は当社による連結子会社化当時、照明設備機器の原材料等の仕入れ資金及び運転

資金の借入名目として 553 百万円の有利子負債を有していたものの、メーカー事業を強化

したいという当社の意向が東京電装株式会社の事業領域と合致していたこと、東京電装株

式会社が、主に東芝ライテック株式会社などのマーケットシェアの高い製造販売事業者を

対象とした電気照明器具製造や電気照明器具の卸売業等を行っており、照明器具市場にお

いて拡大しつつあるＬＥＤ照明器具の強化を図るなどにより、安定した売上を計上してい

ること、並びに当社による株式取得後、東京電装株式会社の有利子負債の減少が可能とな

れば収益率の拡大が見込め、更に事業資金の投下を行うことにより、製造及び原材料等の

仕入れを増加させることが可能となり、また、当社グループの取引先等の紹介などを行う

ことで販路の拡大による売上高の向上が見込めることから、東京電装株式会社の株式を取

得することといたしましたが、現在、当社が企図していた当社による新規顧客の紹介に加

え、各会社間におけるシナジー効果を図ることによる新たな顧客層の発掘については、後

述のとおり、当該シナジー効果を推進すべき事業マネジメントを可能とする人的資源が不

足しており、当社の想定通りに進んでいないことから、当初の見込みの売上高の実現には

至っておりません。その結果、平成 26年２月期における東京電装株式会社単体の財務状況

は、売上高 773百万円、営業損失 22百万円、経常損失 37百万円、当期純損失 129百万円、

総資産 689百万円、純資産 25百万円となっております。なお、東京電装株式会社が、平成

25 年４月の株式取得時において、継続企業の前提に疑義がある旨の注記が付されていた当

社グループの連結子会社となったことから、東京電装株式会社自体の与信リスクが高まる

こととなり、一部借入先である金融機関との交渉についても、上述のとおりロールオーバ

ーの見直しを要請されるなど厳しい状況を余儀なくされております。 

 

②  当社グループの管理部門増強資金 

当社連結子会社のうち、株式会社ＳＰＣ、株式会社マーファス、東京電装株式会社、株式

会社東京マスターズ、株式会社ＧＷ福祉農場は、各社それぞれの管理部門において社内管理

を行っており、当社での一元管理が出来ていないことから、親会社としての管理機能は現状

では必ずしも十分な状況とは言えないと当社は考えております。これまでにも、本社機能の

拡充として、管理部門及び経営企画部門の人員についての増強を行い、平成 25 年 1 月 28日
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に行った普通株式の第三者割当てによる資金調達により、業務管理部門として２名を増員し

たものの、連結子会社が増加したことなどの理由に伴い、依然として、当社による一元管理

がなされていない状況にあります。このような状況を改善するため、当社管理部門では、ま

ず統合パッケージソフトの導入による管理システムの増強を行い、管理部門全体を掌握でき

る人材を１名、経理部門に１名を増員することで、より強化を図ってまいります。また、子

会社を横断的に管理する人員及び当社グループ事業のシナジー効果の拡大を図る人員は、要

となる人材を２名乃至３名増員して、現メンバーと協力を図ることで、より強化を図ってま

いります。 

かかる管理部門の増強につきましては、本ライツ・オファリングにより調達した資金のう

ち、主に新たな統合パッケージソフトの導入を行うソフトウェア・ライセンスのフィー及び

システム資金として約 50 百万円、当社グループ数増加に伴う機動的な組織運営及び集約化、

監査報酬及び内部統制構築等のコンサルティング費用に約 90百万円、並びに管理部門に従事

する人員、子会社への出向等のための人員及び各事業をマネジメントする人員の増強に約 60

百万円（約５名×約６百万円×２年）を支出することを予定しております。なお、３年目以

降の増加人員に係る費用は、下記③から⑥の事業収益より充当する予定であります。 

 

③ 発電事業の設備投資及び運転資金（新規事業） 

我が国では、東日本大震災以降、原子力発電停止の影響を受け、電力の需給に関し、全国的

に電力不足が懸念されている環境の下、法人や団体による自然エネルギーや既存エネルギーを

利用した発電事業が活発化しており、政府もこれに対する支援・助成策を拡充しております。

平成 28 年にも電力小売業の全面自由化に向けた法整備が進んでいることを受け、（ⅰ）我が国

のこのような電力供給の不安定な状況の解消へ向けた事業へ参入することに拠る社会貢献、（ⅱ）

発電事業の活性化に沸く市場を、事業の更なる拡大が見込める絶好の機会と捉え、再生可能エネル

ギー全量買い取り制度（バイオマス燃料：24円＋税/1kw/h、20年間固定）に基づく安定的な売上・収益

が見込めることによる企業価値の向上、（ⅲ）更に当社メーカー事業の各工場への電力供給により経費

の削減に繋げることを中長期的な目的に掲げ、当社グループは本件を足がかりとして発電事業に

新規参入することを決定いたしました。 

    なお、当該発電事業において、発電機に約 520 百万円、附帯設備等に約 250 百万円、開業ま

での運転資金等で約 80百万円、合計 850百万円の支出を予定しており、詳細な内容は、本日 

別途開示いたしました「当社孫会社による発電事業参入及び固定資産の取得に関するお知らせ」 

のとおりとなっております。 

 

④ Ｍ＆Ａ戦略資金 

当社はこれまでに、平成22年７月に株式会社ＳＰＣ、平成25年３月に株式会社マーファス、

平成 25年４月に東京電装株式会社、そして平成 25年 12月には株式会社東京マスターズの株

式取得を行い、連結子会社化をしております。これら連結子会社の業種は、メーカー事業、ア

パレル事業及び、旅行事業と多岐にわたっており、当社グループ売上高構成比において、平成

25年６月期は 61％、平成 26年６月期第３四半期累計期間は 95％と、当社グループの売上の大
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部分を構成する点において、基盤をなす企業となっております。そして、これら連結子会社は、

当社グループの売上高前年同期比においては、平成 25 年６月期は 40％増加に貢献、平成 26

年６月期第３四半期累計期間は 494％増加に貢献し、また、営業利益前年同期比においては、

平成 25年６月期は 40百万円の改善に貢献、平成 26年６月期第３四半期累計期間は季節要因

等により３百万円の減少をしたものの、平成 26 年６月期第２四半期累計期間は東京電装株式

会社が 14百万円の貢献を果たす等、全体では 15百万円の改善に貢献しております。以上のよ

うにＭ＆Ａによる事業拡充の手法は、金融緩和政策等を受けた株価の上昇を背景に、消費者マ

インドの持ち直しや企業の業況判断が改善する等の景気回復傾向が強まりつつある一方、業界

を問わず消費者の嗜好が多様化及び変化し競争が激化する時代においても、このように実行す

ることができ、当社にとって引き続き有効な選択肢であるものと考えております。 

一方、既述「１．本ライツ・オファリングの目的等（2）資金調達の目的」のとおり、今後、

当社グループが持続的な成長を維持して行くためには、既存事業の売上高の拡大及び収益率の

改善が必要と考えられます。そして、当社グループの既存事業による安定かつ継続的な利益確

保に加え、新たに収益性の高い事業への進出を行うことが必要であると考えております。 

なぜならば、（ⅰ）現状における当社グループの主幹業務であるメーカー事業及びアパレル事

業については、同業他社が製造部門を海外に移転させたことなどから、業界全体においての利

益率が減少傾向にあり、当社が各関連子会社の株式取得時において想定していた以上に、競争

激化や低価格化が進んでおり、また、株式取得時において当社が企図していた当社による新規

顧客の紹介に加え、各グループ会社間におけるシナジー効果による新たな顧客層の発掘につい

ては、当初の想定通りに進んでいない事、（ⅱ）各事業の収益性を改善するには、当社による新

規顧客の紹介に加え、各グループ会社間におけるシナジー効果を図ることによる新たな顧客層

の発掘も必要となりますが、当社グループでは、各事業のシナジー効果を図りながら事業をマ

ネジメントする人員が不足していることから、将来、シナジー効果の拡大を図るための核とな

る人員を採用後、研修並びに育成を行っている状況であり、即戦力で適任となる人員の採用に

も時間を要していることなどから、今後、具体的な成果を上げるには、１～３年程度の相応の

時間を要すること等、既存事業によるシナジーにより各事業の収益性を改善するには、中長期

間の時間を要すると考えられるためです。 

よって当社グループは上記のとおり、当時の事業基盤が確立していない状況の中において 

新たな収益源の確保を模索する事を目的としてＭ＆Ａによる事業拡充を進めてまいりましたが、

今後においては、既存事業とのシナジー効果を見出せる領域において、早急に大幅な収益改善

を可能とする事業の取得を目的としたＭ＆Ａを中心に検討して行く必要があると考えるに至り

ました。 

具体的には、当社グループの既存事業とのシナジー効果により、相互の収益性の改善に寄与

すると判断する新規事業案件が発掘された際の機動的なＭ＆Ａを行うための資金として、本ラ

イツ・オファリングにより調達した資金のうち、３億円を支出することを見込んでおります。

なお、本調達額を３億円としましたのは、直近のＭ＆Ａにおいて、対象とする企業の企業価値

が約 20百万円から 100百万円の案件に資金を投じており、今般のＭ＆Ａの戦略において、当該

規模の企業の株式の議決権比率を最大で 100％取得することを前提に、案件として２から３件程
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度を機動的に実行できる体制を敷くためであります。 

また、当社の従来のＭ＆Ａの戦略として、既存事業が脆弱な体制であったことから、事業基

盤の確保のためにシナジー効果の有無に関わらずＭ＆Ａを進めてまいりましたが、現状におい

ては既存事業の中長期的な戦略を視野に入れることができつつある状況となり、今後は既存事

業とのシナジー効果が可能となる事業を推進することで収益性の向上を図る予定であります。 

なお、現時点において、具体的な企業買収の案件は確定しておりません。 

 

  ⑤ 連結子会社である株式会社東京マスターズの保証金及び運転資金 

    当社は、平成 25年 11月 29日に株式会社東京マスターズ（以下「東京マスターズ」といいま

す。）の株式 51.1％を取得して、当社の連結子会社としております。東京マスターズは、昭和

50年に設立され、主に企業と団体の出張渡航を中心とした業務渡航手配業務、損害保険代理業、

在日外国人向け国内旅行斡旋等を行っており、国際航空運送協会（以下「ＩＡＴＡ」といいま

す。）に加盟し、ＪＡＬ・ＡＮＡ・ＪＲの発券機能も有しております。また、Global Star Travel 

Management 同盟への参加を契機に日本のローカル・トラベル・エージェンシーに留まらず、世

界 50カ国にわたるパートナーと共に、皆様が渡航する国々においても、日本と同様のサービス

を提供できるようになり、平成 21年 1月期には売上高 2,220百万円となったものの、東日本大

震災、欧州を発端とした世界不況等を背景に、ここ数年は売上が減少傾向にありました。しか

し、金融緩和政策等を受けた株価の上昇等を背景に、消費マインドの持ち直しや企業の業況判

断が改善する等、景気回復傾向を背景に、平成 26年 1月期の上半期においては、前期比売上高

が 108％と回復傾向となっていたものの、当該期の下半期において、航空券の発券業務の人員不

足に拠り受注制限をかけたこと、並びにＩＡＴＡに対する保証金（決済金額の 365分の 21、最

低保証金額 10百万円）を考慮しながら受注を制限した影響で、平成 26年１月期の売上高は 1,275

百万円（対前年同期比 3.7％減）となり、その結果、営業利益 0.4百万円、経常損失７百万円、

当期純損失は７百万円となっております。 

    旅行代理店は、国際線の発券業務を行う上で、ＩＡＴＡに加盟のうえ取引高に応じた保証金

の預託が必要となり、資金力の乏しい中小の旅行代理店は収益拡大の機会を逃している状況で

あります。 

現在、発券業務の人員は確保されており、今後人員不足による売上減少は回避できるものの、

ＩＡＴＡに対する保証金により国際線の発券額が制限されている理由により、他の旅行代理店

等からの年間数億円もの受注を断っている状況であり、ビジネスチャンスを逃しております。 

よって、今後、更なる保証金の預託を実現することが、売上及び利益の拡大につながり、延

いては顧客拡大による発券業務以外の受注に寄与するものと思慮しております。上記の実現の

ため、本ライツ・オファリングによる調達資金のうち１億円をＩＡＴＡに対する保証金に充当

し、それに伴い増加される付随する旅行関連業務の支払サイトに係る運転資金として１億円を

充当いたします。 

なお、保証金の 1 億円については、本ライツ・オファリングによる調達資金を東京マスター

ズに年利 1.0％で、10年間の長期貸付金として貸付けることといたします。 

また、運転資金の 1億円については、年利 1.0%で１年間の短期貸付による期日一括返済とし 
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ますが、返済期日では東京マスターズの返済可能額を回収して残債権については同条件でロー

ルオーバーすることで、今後の東京マスターズの資金繰りの状況に鑑みながら、当該貸付金の

回収を行っていくことを予定しております。 

なお、東京マスターズにつきましては、当社が 51.1％の株式を保有する連結子会社であり、

100％子会社には該当しないものの、東京マスターズの収益性の改善により、当社グループへの

売上・利益貢献が得られることから、今般の貸付けを行うことを決定いたしました。 

 

⑥ 不動産関連事業の事業資金 

現在、当社の連結子会社であるＧＷＲは、不動産事業に従事しておりますが、平成 25年５月

27 日に開示いたしました「当社子会社における不動産事業への進出に関するお知らせ」のとお

り、「当社グループの資金繰り上影響のない決済期間による取引を想定しているため、仕入等

の資金は生じない」取引を主体として進めてまいりました。しかし、当社グループには、当社

グループがこれまで培ってまいりましたＭ＆Ａ関連案件情報に付随した不動産関連の案件情報

が多数寄せられており、収益化できる不動産物件情報が多数存在しているにも拘らず、当社グ

ループの保有キャッシュが乏しいことから、多くの不動産投資のタイミングを逸しているのが

現状であります。その結果、平成 26 年６月期第３四半期累計期間の売上高は 98 百万円となっ

たものの、売上総利益の過小から、営業損失が１百万円、経常利益は２百万円、当期純利益２

百万円となっております。なお、平成 26年６月期第４四半期に入り、ＧＷＲの資金繰り上影響

のない決済期間で新築マンションの１棟販売を手掛けるなどして事業を推進しておりますが、

以上の問題点を根本から解決し更なる事業の拡大を推進する為に、本ライツ・オファリングに

よる調達資金の一部を物件取得費用等に充て、収益物件への投資機会を増やし、不動産事業の

事業規模を拡大することで、当社グループで安定的に収益の確保をしてまいります。具体的に

は、上記の案件情報をもとに、今後はＧＷＲにおいて、不動産の売買、賃貸事業を加速させる

ことを企図しております。 

そのうち、賃貸事業につきましては、不動産販売事業で購入した優良な収益物件を厳選して、

販売せずに中長期的に保有、運用することで、自己保有物件の自主管理を行い収益の極大化を

図り、当該収益により物件のリノベーションを行い、賃料の改定、広告掲載等を行うことによ

る空室率の低下を行うことで、物件の価値をさらに向上させることを計画しています。なお、

ＧＷＲにおいて自己保有物件の自主管理は実績がなく、その実現のため、本ライツ・オファリ

ングにより調達した資金のうち 379 百万円を、賃貸事業を推進するための物件取得に充当して

実績を残すことが、今後の本事業に係る銀行調達への近道となり、延いては、不動産事業も加

速できるものと考えております。なお、上記のような現取引形態でのマンション販売も年間数

件は今後も見込まれるものの、自己保有物件の自主管理事業と並行して推し進める予定であり

ます。 

また、当該資金は、本ライツ・オファリングによる調達資金をＧＷＲに年利 1.0％で貸し付け

ることにより調達いたします。当該貸付金については１年間の短期貸付による期日一括返済と

し、返済期日にはＧＷＲの返済可能額を回収して残債権については同条件でロールオーバーす

ることで、今後のＧＷＲの資金繰りの状況に鑑みながら、当該貸付金の回収を行っていくこと
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を予定しておりますが、当社が当該資金を貸し付けたにも関わらず、当該事業を推進できない

などの理由等により、結果として、当該貸付金が、当社の想定する期間において返済が行われ

ない、もしくは貸し付けた資金の回収を行うことが困難となる可能性があります。 

 

５．資金使途の合理性に関する考え方  

当社は、この度調達した資金の使途といたしましては、上記「４．調達する資金の額及び資金の

使途等 （２）調達資金の使途」に記載した内容に対する支出を予定しております。当社としては、

かかる資金投下によって当社の収益力の強化及び安定化が図られ、また、東京電装株式会社への貸

付については、事業の継続の道筋を立てることができることから、かかる資金使途は合理的であり、

株主の皆様の利益に資するものと判断しております。 

 

６．発行条件等の合理性 

（１）権利行使価額及びその算定根拠 

本新株予約権の割当数、本新株予約権の１個当たりの交付株数及び行使価額につきましては、

当社の業績動向、財務状況、直近の株価動向、発行可能株式総数、事業上の必要な調達資金の額

及び既存の株主の皆様による本新株予約権の行使の可能性（株主の皆様に本新株予約権を行使し

ていただけるよう、時価を下回る行使価額を設定しております。）等を勘案して決定いたしました。   

その結果、割当数につきましては、当社普通株式１株につき本新株予約権１個を割り当てるこ

ととし、本新株予約権の行使により当社普通株式１株が交付され、また、行使価額につきまして

は、１株当たり 60 円（本新株予約権の発行決議日前営業日の当社の普通株式の株価終値(147 円)

の 40.8％）に設定いたしました。 

なお、行使価格の決定にあたっては他社のライツ・オファリングの発行事例における行使比率

並びに株価の推移等を参考にしております。当該発行事例並びに本新株予約権１個の行使により

交付される株式数が１株である点を鑑みれば、行使価額は少なくとも、本新株予約権の取締役会

決議日の前営業日の株価終値の 50％未満の水準に設定することが、行使促進の観点から望ましい

と考えております。また、本新株予約権の取締役会決議日の前営業日である平成 26 年６月 11 日

を基準日とした場合、東京証券取引所における当社の普通株式の直近１ヶ月の株価終値の単純平

均値は 159.04 円、直近３ヶ月の株価終値の単純平均値は 188.65 円及び直近６ヶ月の株価終値の

単純平均値は 221.62円となりますが、これらの平均値を基準とした場合、本新株予約権の行使価

額 60円は各平均値の 37.7％、31.8％、27.1％の水準となります。 

本ライツ・オファリングは当社の企業価値、ひいては株式価値向上を目的として実施するもの

であり、かつ、既存株主の皆様が経済的な不利益を被らないための配慮もなされていること等を

勘案し、本ライツ・オファリングの発行条件につきましては合理的であると考えております。 

 

（２）最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

① 最近３年間の業績（連結） 

 平成 23年６月期 平成 24年６月期 平成 25年６月期 

売 上 高 （ 百 万 円 ） 427 786 1,006 
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営業利益又は営業損失（△）

（ 百 万 円 ） 
△290 △210 △93 

経常利益又は経常損失（△）

（ 百 万 円 ） 
△278 △142 △32 

当 期 純 利 益 又 は 

当期純損失（△）（百万円） 
△544 △80 ４ 

１株当たり当期純利益又は 

当期純損失（△）（円） 
△7,809.47 △926.09 22.07 

１株当たり配当金（円） － － － 

１株当たり純資産（円） △892.62 76.02 1,348.52 

 

② 最近の株価の状況 

（ⅰ） 最近３年間の状況 

 平成 23年６月期 平成 24年６月期 平成 25年６月期 

始  値 15,480円 3,755円 4,400円 

高  値 16,480円 5,150円 24,520円 

安  値 2,750円 1,911円 2,050円 

終  値 3,800円 3,850円 9,190円 

※ 当社は平成25年10月23日を効力発生日として、普通株式１株を100株に分割しておりますが、表中

の値は分割前の表示となっております。 

 

（ⅱ） 最近３か月間の状況 

 平成 26年３月 平成 26年４月 平成 26年５月 

始  値 249円 182円 197円 

高  値 255円 226円 200円 

安  値 155円 176円 146円 

終  値 174円 196円 150円 

※ 当社は平成25年10月23日を効力発生日として、普通株式１株を100株に分割しております。 

 

③ 最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

・平成 24年 11月 30日付第三者割当による新株式の発行 

払 込 期 日 平成 25年１月 28日 

調 達 資 金 の 額 104,545,000円（差引手取概算額） 

発 行 価 額 １株につき金 1,990円 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
123,259株 
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募集後における発行

済 株 式 総 数 
357,759株 

割 当 先 石山 久男 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

①運転資金 

②管理部門の増強費用 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 
上記の当初の資金使途に充当しました。 

 

・平成 24年 11月 30日付第三者割当による第６回新株予約権の発行 

割 当 日 平成 25年１月 28日 

発行新株予約権数 249個 

発 行 価 額 新株予約権１個当たり 8,100円（総額 2,016,900円 １個当たり 500株） 

発行時における調達

予 定 資 金 の 額 

（差引手取概算額） 

234,922,650円 

割 当 先 

Brilliance Multi Strategy Fund 

未来塾事業再生ファンド 

中馬啓介 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 総 数 
123,259株 

当 該 募 集 に よ る 

潜 在 株 式 数 
124,500株 

現 時 点 に お け る 

行 使 状 況 

行使済株式数：124,500株 

（残新株予約権数 249個、行使価額 1,990円） 

現 時 点 に お け る 

調達した資金の額 

（差引手取概算額） 

234,922,650円 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

① 旅行事業企業の新規事業資金   （158,722,650円） 

② 株式会社ＳＰＣの設備投資資金   （76,200,000円） 

変更後の資金使途 

（平成 25年４月 12日開示） 

①旅行事業企業の新規事業資金    （158,722,650円） 

②株式会社ＳＰＣの設備投資資金の一部（ 25,200,000円） 

③東京電装株式会社の株式取得費用   （51,000,000円） 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 

現時点において、①旅行事業企業の新規事業資金には全額資金使途に充当して

おらず、20百万円のみの支出となっております。未充当分 138百万円について

は今後 1年内に支出する予定です。その他資金については上記の変更後の資金

使途に充当しました。 
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・平成 24年６月 13日付第三者割当による新株式の発行 

払 込 期 日 平成 24年６月 29日 

調 達 資 金 の 額 51,903,972円（差引手取概算額） 

発 行 価 額 １株につき金 2,998円 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
90,903株 

募集後における発行

済 株 式 総 数 
123,259株 

割 当 先 

株式会社グローバル・ウェルネス 

株式会社ブルーエコノミー・ホールディングス 

羽根田勝夫 

小田和正 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 
運転資金 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 
上記の当初の資金使途に充当しました。 

 

・平成 23年 10月 17日付第三者割当による新株式の発行 

払 込 期 日 平成 23年 11月３日 

調 達 資 金 の 額 58,996,510円（差引手取概算額） 

発 行 価 額 １株につき金 4,130円 

募 集 時 に お け る 

発 行 済 株 式 数 
76,376株 

募集後における発行

済 株 式 総 数 
90,903株 

割 当 先 投資事業有限責任組合 PIPEs ファンド GK1号 

発 行 時 に お け る 

当 初 の 資 金 使 途 

①外注費、人件費、地代家賃、借入金返済、必要経費 

②外注費、人件費、地代家賃、必要経費 

現 時 点 に お け る 

充 当 状 況 
上記の当初の資金使途に充当しました。 

 

７．潜在株式による希薄化情報等  

（１）潜在株式による希薄化情報  

平成 26 年６月 12日現在における当社の発行済株式数は 37,315,900株で、自己株式 98,200 株

を差し引いた数 37,217,700株と同数の 37,217,700個が発行される新株予約権の数となります。 

従いまして、本新株予約権の１個当たりの交付株数を１株とする本新株予約権が全て行使され

た場合に発行される当社普通株式数は 37,217,700株となり、発行済株式総数に対する本新株予約
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権にかかる潜在株式数の比率は 99.7％となります。本新株予約権は各株主の皆様が保有する株式

数に応じて割り当てられるため（平成 26 年７月 10 日（木）の最終の株主名簿に記載又は記録さ

れた株主の皆様につきましては、平成 26年８月２日（土）頃に、本新株予約権に関する株主割当

通知書が、各株主の皆様がお取引のある証券会社にご登録頂いている住所宛に届く予定です。）、

割り当てられた本新株予約権の全てを行使した株主の皆様につきましては、当該株主様が有する

株式価値の希薄化は生じないことになります。なお、本新株予約権は東京証券取引所への上場を

予定しているため、本新株予約権の行使を希望しない場合には、本新株予約権を市場で売却する

ことにより当該希薄化により生じる不利益の全部又は一部を補う機会が得られることが期待され

ます。但し、割り当てられた本新株予約権の行使又は売却を行わなかった場合には、当該株式価

値について希薄化が生じる可能性又は当該希薄化により生じる不利益の全部若しくは一部を補う

機会を失う可能性がありますのでご注意ください。 

 

（２）発行済株式数及び潜在株式数の状況（平成 26年６月 12日現在）  

 

種 類 株 式 数 発行済株式数に対する比率 

発行済株式数 37,315,900 100.0％ 

現時点における潜在株式数 0 0.0％ 

現時点における自己株式数 98,200 0.2％ 

本新株予約権に係る潜在株式数 37,217,700 99.7％ 

※本新株予約権の行使期間内に本新株予約権の行使が行われなかった場合には、発行される株式数

は減少いたします。 

 

８．既存株主等の動向 

当社筆頭株主である石山久男氏による本新株予約権の行使又は売却等に関する意向につきまして

は、本プレスリリース提出日現在において確認しておりません。 

また、当社の元取締役であり従業員である深井憲晃が代表取締役を務め、第４位の株主である株式

会社グローバル・ウェルネスは、その保有する 1,334,200株に対して割り当てられる見込みである本

新株予約権 1,334,200個（目的となる株式の合計 1,334,200株）については、大部分の権利を行使す

る意向がある旨の説明を受けております。しかしながら、かかる行使に要する調達方法及びその調達

額については現時点において確認しておりません。 

なお、深井憲晃は、株式会社グローバル・ウェルネスの全株式を保有しており、当該会社には、そ

の役員および従業員はおりません。 

９．今後の見通し 

今回の調達資金を上記「４．調達する資金の額及び資金の使途等 （２）調達資金の使途」に記

載の資金使途へ充当することにより、財務基盤の強化及び投資余力の拡充が図られ、さらなる収益

基盤の強化、企業価値の向上に寄与するものと考えております。具体的な影響につきましては判明

次第開示する予定です。 
 

10．その他投資者が会社情報を適切に理解・判断するために必要な事項  
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（１）各株主の皆様のお取引について  

本新株予約権が割り当てられた株主の皆様におかれましては、本新株予約権の行使による当社

普通株式の取得又は東京証券取引所等を通じた本新株予約権の売却の何れかの方法をとることが

可能となっております。具体的な手続につきましては、本日公表の「ライツ・オファリング（ノ

ンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当て）に関するご説明（Ｑ＆Ａ）」をご参照くだ

さい。なお、本資金調達方法は行使期間内において行使されなかった新株予約権が失権（消滅）

するスキームとなっておりますので、この点、株主の皆様におかれましては、十分にご留意いた

だく必要がございます。 

 

（２）本新株予約権の買付け希望の株主様及び投資家様について  

新たに本新株予約権の買付けを希望される株主及び投資家の皆様につきましては、まずは各自

でお取引のある証券会社までお問い合わせください。お取引のある証券会社で本新株予約権の買

付けに係る取次業務を受け付けていない場合は、他の証券会社に新たに口座を開設していただく

必要があります。詳細につきましては、「ライツ・オファリング（ノンコミットメント型／上場型

新株予約権の無償割当て）に関するご説明（Ｑ＆Ａ）」をご参照ください。  

 

（３）外国に居住する本新株予約権者による本新株予約権の行使について 

外国に居住する本新株予約権者については、以下の例外措置が適用される場合を除き、原則と

して、本新株予約権の行使が制限されます。即ち、外国に居住する本新株予約権者は、本新株予

約権の行使に関しそれぞれに適用される証券法その他の外国の法令に基づく規制が課せられない

ことについて、本新株予約権の行使請求取次の日（ここでは口座管理機関が行使請求に要する事

項の通知を行使請求受付場所に行う日とします。）の７営業日前までに、当該事項を証する資料を

当社に提供し、かつ当該事項を当社が確認した旨の通知が口座管理機関（機構加入者）から行使

請求受付場所に対する行使請求取次に関する通知がなされる日の前営業日までに、当社から当該

外国に居住する本新株予約権者宛に書面にて送付されない限り、本新株予約権を行使することが

できないこととされています。 

本新株予約権の割当てを受けた外国居住株主に対する当該制限につきましては、会社法上の株

主平等の原則に抵触するものではないか慎重に検討いたしましたが、当社といたしましては(ⅰ) 

米国その他当該国の証券法の規制が適用される可能性がある国を調査の上で特定し、外国居住株

主が当該国に居住するか否かの調査を実施し、当該国に居住する株主の行使を認めた場合に履行

する必要があり得る当該国における登録等の手続きに係るコストが極めて大きな負担となる一方

で、(ⅱ) 本件においては、仮に当該外国居住株主の行使を制限したとしても新株予約権の上場に

よって流動性が確保されるため、当該株主も市場取引を通じて一定の経済的利益の回収を図れる

こと、(ⅲ) 外国居住株主が平成 26年３月末において保有する当社普通株式の数は合計 639,400株

（同日時点における当社の発行済株式数（自己株式を除きます。）の 1.71%）に過ぎないこと等に

鑑み、最終的に当該制限は株主平等の原則に違反するものではないと判断いたしました。 

なお、かかる検討に際しては、二重橋法律事務所（東京都千代田区 代表弁護士 大塚 和成）

より、本件における外国居住株主による新株予約権の行使制限は、日本法上も適法であると考え
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られる旨の法律意見書を取得しております。 

また、本新株予約権の募集につきましては、日本国以外の法域において登録又は届出を行って

おらず、またその予定もありません。 

 

（４）その他 

   現在、当社は東京中央監査法人（東京都中央区 代表社員 上野 宜春）を会計監査人としてお

りますが、当該監査法人は、公認会計士・監査審査会より、平成 26 年２月 24 日付で「当該監査

法人の運営が著しく不当なものと認められる。」との指摘をうけ、当該審査会は、金融庁長官に対

して、公認会計士法第 41条の２の規定に基づき、当該監査法人に対して行政処分その他の措置を

講ずるよう勧告いたしました。その結果、同年５月 23日付で、金融庁より当該監査法人に対して、

（ⅰ）業務の一部の停止１年（契約の新規の締結に関する業務の停止）、（ⅱ）業務改善命令（業

務管理体制の改善）なる処分が下されました。 

   しかし、当該監査法人が、引き続き、当社グループの会計監査を行うことに影響はありません。 

 

11．行使状況の公表方法 

本新株予約権の行使状況につきましては、随時、公表してまいります。 
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【ご参考】 

第７回新株予約権発行要項 

 

１．新株予約権の名称  

石山 Gateway Holdings株式会社第７回新株予約権（以下「本新株予約権」といい、その保有者を

「本新株予約権者」という。） 

 

２．本新株予約権の割当ての方法  

会社法第 277条に規定される新株予約権無償割当ての方法により、平成 26年７月 10日（以下「株

主確定日」という。）における当社の最終の株主名簿に記載又は記録された当社以外の株主に対し、

その有する当社普通株式１株につき本新株予約権１個の割合で、本新株予約権を割り当てる（以

下「本新株予約権無償割当て」という。）。  

  

３．本新株予約権の総数  

株主確定日における当社の発行済株式総数から同日において当社が保有する当社自己株式数を控

除した数とする。 

  

４．本新株予約権無償割当ての効力発生日  

平成 26年７月 11日  

  

５．本新株予約権の内容  

（１）本新株予約権の目的である株式の種類及び数  

本新株予約権１個当たりの目的である株式の種類及び数は、当社普通株式１株とする。  

（２）本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  

①各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権１個当たり 60円とす

る。 

②本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの財産の価額は、60 円とす

る。 

（３）本新株予約権の行使期間  

平成 26年８月 18日（月）から、平成 26年９月９日（火）までとする。 

（４）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す

る事項 

①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規

則第 17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の

結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。  

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①

記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。  

（５）本新株予約権の譲渡制限  
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譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要しない。  

（６）本新株予約権の行使の条件  

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。  

（７）本新株予約権の取得事由 

本新株予約権の取得事由は定めない。  

（８）本新株予約権を行使した際に生ずる１株に満たない端数の取り決め  

本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数が生じたと

きは、その端数を切り捨てるものとする。  

  

６．社債、株式等の振替に関する法律の適用  

本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号。

その後の改正を含む。以下「社債等振替法」という。）第 163条の定めに従い社債等振替法の規定

の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第 164 条第２項に定める

場合を除き、新株予約権証券を発行することができない。また、本新株予約権の取扱いについて

は、振替機関の定める株式等の振替に関する業務規程その他の規則に従う。 

  

７．本新株予約権の行使請求受付場所 

東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番４号 

日本証券代行株式会社 本店 

  

８．本新株予約権の行使に際して金銭の払込取扱場所  

株式会社みずほ銀行 虎ノ門支店 

  

９．本新株予約権の行使の方法  

（１）本新株予約権の募集については、日本国以外の法域において登録又は届出を行っておらず、ま

たその予定もない。外国に居住する本新株予約権者（外国法に基づき設立された法人、信託又

は組合を含む。以下本項において同じ。）は、その者が行使しようとする本新株予約権の行使請

求取次の日（ここでは口座管理機関が行使請求に要する事項の通知を行使請求受付場所に行う

日とする）の７営業日前までに、本新株予約権の行使に関し当該株主に適用される証券法その

他の法令に基づく規制が課せられない旨を証する資料を当社に提出し、かつ当社が、当該株主

が本新株予約権の振替を行うための口座の開設を受けた振替機関又は口座管理機関（以下「直

近上位機関」という。）から行使請求受付場所に対する行使請求取次に関する通知がなされる日

の前営業日までに、その旨を確認した旨の通知を当該外国に居住する本新株予約権者宛に書面

にて送付した場合を除き、本新株予約権の行使を行うことができない。 

（２）本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、直近上位機関に対して、本新株予約権の

行使を行う旨の申し出及び払込金の支払いを行う。 

（３）直近上位機関に対し、本新株予約権の行使を行う旨を申し出た者は、その後これを撤回するこ

とができない。 
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10．振替機関  

株式会社証券保管振替機構 

  

11．その他  

（１）上記各項については、金融商品取引法による本新株予約権無償割当てに係る届出の効力発生を

条件とする。 

（２）上記に定めるもののほか、本新株予約権の発行に関し必要な事項の決定その他一切の行為につ

いて、代表取締役に一任する。 

 

 

以 上 

 


